
 

                           

                          

 

学校内の「車両進入禁止区域」ご存知ですか？ 
本校では学校敷地内での子どもたちの安全を確保するために、授

業時間帯等において「車両進入禁止区域」等を下記の図のように設

定させていただいています。 

ところが、子どもの送迎などのためにこの区域に自動車で進入

する方、駐車される方があります。この区域は登下校時、昇降口

から運動場へ出る時など多くの子どもたちが集まる区域です。学校でも指導して

いますが、子どもたちは安全確認を十分せずに急に走り出したり、予想もしない

方向に進路を変えたりすることがあります。学校敷地内で交通事故が起きたらた

いへんです。昇降口やロータリー付近の「車両進入禁止区域」への自動車の進入

は、ご遠慮いただきますようお願いいたします。 

また、児童通行路（幼稚園方向からの通路）、災害時等の非常・緊急用として

非常階段前、緊急車両入口、林間への進入路等を、「駐車禁止区域」として設定

しております。先日も、林間への進入路に駐車された自動車があり、林間内に駐

車された方が出ることができなくなりました。 

さらに、北校舎・幼稚園より運動場側は、「最徐行区域」とさせていただいて

いますので、併せてご理解ご協力をよろしくお願いします。 

なお、下記の区域設定は登下校時及び授業時間帯のみと 

させていただきます。 
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お知らせ  
８月１４日（月）から１６日（水）は、学校は全職員が休暇（夏季休暇、

年次有給休暇、振り替え等）で不在となります。校務は休止となりますので、
ご理解をお願いします。なお、この期間におきまして、学校への緊急連絡等
が生じた場合は、津市教育委員会事務局学校教育課（電話２２９－３２４４）
にお電話いただきますようお願いいたします。 

 

交通安全教育について 
高茶屋地区では地区の社会福祉協議会、小学校ＰＴ

Ａ、青尐年育成会、体育振興会等で実行委員会をつく

り地域が一体となって「安全フェスティバル」が毎年

開催されています。今年も「第１６回高茶屋地区安全

フェスティバル」が開催され、多くの子どもたちが参

加して交通安全をはじめ様々な安全について体験的に学ぶことができました。 

高茶屋小学校では各学年で交通安全教室を実施しています。今年度第１弾とし

て、三重中央自動車学校にお世話になり４年生の交通安全教室がありました。 

「危険予測、危険予知で、自分の体は自分で守りましょう」をテーマに講話を

していただきました。その後は、ジグザグコースを体育館に設定して、通常の自

転車運転、傘さし運転、二人乗りの３パターンを児童が

体験して、その危険性を感じる

学習を行いました。また、見通

しの悪い交差点に見立てたコー

スにおいて左右確認、一時停止

等の必要性を感じる体験的な学

習をすることができました。 

 

教員の勤務について 
現在、政府による「働き方改革」が議論されています。学校現場でも「総勤務

時間の縮減」が大きく取り上げられ始めています。部活動指導のある中学校ほど

ではありませんが、小学校でも時間外労働時間を減らすことが、課題となってい

ます。県教育委員会からも「公立学校で統一して取り組む統一項目」のひとつと

して「定時退校日」を月に１日～２日各校で設定することが指示されています。 

本校の実態としては、朝早くから出勤する教員もいれば、毎日のように遅くま

で残る教員もいます。本来の定められた本校の勤務時間は、午前８時２０分から

午後４時５０分ですので、ほとんどの教員が多くの時間外労働を行っているのが

現状です。 

今後は、本校でも月１回程度の定時退校日を設定いたします。午後４時５０分

以降は教員が不在となり、学校が閉まる場合がありますので、ご理解のほどよろ

しくお願いいたします。 

 


